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子ども・若者参画とシティズンシップ教育を 

すすめる幅広い枠組みづくりを 
－いまがチャンス！ご支援ください！－ 

 

NPO法人Rights代表理事 菅源太郎 

 

日本でも始まった当事者参画－Rights理事が内閣府委員に就任－ 

 私たちは昨年５月に実施したスウェーデンの子ども・若者政策とシティ

ズンシップ教育の先進的な実践事例を調査・研究するスタディツアーの成

果をもとに、日本で子ども・若者の社会参画を実現していくため、国によ

る各分野の若者政策・若者参画政策をフォローアップ・レビューする体制

の確立、行政にＮＰＯなどで活動する若者や当事者である若者が活躍する

仕組みの構築、国や自治体の審議会に一定の子ども・若者枠（クオータ制）

を設ける必要性を訴え、岡崎トミ子・蓮舫両大臣をはじめ、内閣府審議官・

参事官（青尐年育成）や与野党国会議員との対話を重ねてきました。 

 こうしたなか内閣府に、子ども・若者ビジョンの実施を推進し、ビジョンに基づく施策の実施状況を点検・評

価する、子ども・若者育成支援推進点検・評価会議が７月に設置され、大学生の両角達平理事が構成員に就任し

ました。ようやく日本でも子ども・若者政策を推進する枠組みづくりと当事者参画が始まりましたが、具体的な

施策は今後の取り組みにかかっています。私たちは子ども・若者関係のＮＰＯや研究者と分野横断的な連携を深

め、その意見を政策決定に反映していきます。 

 その一環として９月17日（土）～25日（日）に英国へのスタディツアーを実施し、シティズンシップ財団、イ

ギリス若者国会、ユースワーク支援団体をはじめ、政党、学校、ユースセンターなどを訪問しました。人口・経

済規模、社会的格差拡大、行政の民間委託など、日本と社会的背景が重なる英国の現状と課題を知ることができ

ました。この成果を報告会や報告書などをつうじて広く共有します。 

 

子ども・若者の参画をめぐる議論がすすむ－内閣府・総務省－ 

 成年年齢引き下げを議論した法制審議会民法成年年齢部会が2009年にまとめた最終報告書は、引き下げの問題

点を解決するため、法教育・消費者教育・金融経済教育の充実、子ども・若者育成支援推進法や青尐年育成施策

大綱などを踏まえた若年者の自立支援策の充実などを求め、若年者の自立支援策の具体例として「いわゆるシテ

ィズンシップ教育の導入、充実」や「青尐年が早期に社会的経験を積み、社会人としての知識やスキルを獲得す

ることができるような社会参画プログラムの提供」を挙げていました。これにつづくように、内閣府と総務省で

参画をめぐる議論がすすんでいます。 

 内閣府は前述した子ども・若者育成支援推進点検・評価会議に子ども・若者ビジョンに基づく施策の実施状況

を点検・評価する第１部会とともに、ビジョンの実施の推進の観点から子ども・若者の意見聴取等について政策

立案上の位置付けを明確化する第２部会（部会長：宮本みち子放送大学教養学部教授）を設置しました。来年度

末までに子ども・若者の政策決定過程への参加の意義及び必要性と子ども・若者の具体的な政策決定過程への参

加方法の２つのテーマについて議論します。 

 また総務省は明るい選挙推進協会とともに常時啓発事業のあり方等研究会（座長：佐々木毅学習院大学法学部

教授・21世紀臨調共同代表）を４月に設置し、７月に中間取りまとめを発表しました。そこでは「18歳選挙権が
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現実のものになろうとしていることや地方公共団体において未成年者の住民投票条例を制定しているところもあ

ることをも踏まえると、未成年者に対し、主権者としての自覚を促し、必要な知識と判断力、行動力の習熟を進

めることは早急に取り組むべき課題」であるとして、新しい主権者像のキーワードに「社会参加」と「政治的リ

テラシー（政治的判断能力）」を挙げ、国として取り組むべき具体的な方策として「未成年模擬選挙の推進」「子

ども議会の普及・促進」「次期学習指導要領に政治教育を盛り込むための課題の整理」などが示されています。 

 

子ども・若者参画とシティズンシップ教育をすすめる幅広い枠組みづくりを 

 私たちはスタディツアーの成果など海外や自治体における実践事例を広く共有しながら、こうした国の動きに

対応した子ども・若者参画とシティズンシップ教育をすすめる幅広い枠組みづくりを呼びかける一方、ネット選

挙の解禁など政治改革の議論のなかでも18歳選挙権の道筋をつけたいと考えます。 

 こうした活動を継続するには財務基盤の確立が不可欠です。私たちは寄付金を税額控除できる新寄付税制やＮ

ＰＯ法改正の実現を受けて、来年度の認定ＮＰＯ法人取得をめざします。ぜひ私たちの活動にご理解のうえ、会

員・寄付・刊行物購入をつうじてご支援いただきたく心からお願い申し上げます。 

 

 

あなたのご支援が社会を変えます 
 

会員になる、寄付する、刊行物を買う、イベント参加するなど、できることからご支

援ください。 

◆賛助会員 １口年額5,000円 

◆刊行物販売中 

『スウェーデンスタディツアー報告書完全版』3,000円 

※ダイジェスト版はウェブサイトに掲載しています。 

『18歳が政治を変える！－ユース・デモクラシーとポリティカル・リテラシーの構築』

（現代人文社刊）1,500円 

 

 

英国スタディツアー第１回事前学習会 

ＥＵおよび英国の若者政策・若者参画 
宮本みち子さん（放送大学教養学部教授） 

 

 ４月24日（日）に21名の参加をえました。宮本さんの講演を受けて、参加者が質疑応答・意見交換しました。 

 

 昨年はスウェ

ーデンに一緒に

行って、今年は

英国に行くとい

う企画で、参加

費50万円で高い

という声が聞こ

えてくるが意欲

的な企画が始まって何よりだと思う。私自身はイギリ

スに限定して参画政策がどうなっているかきちんと掴

んでいるわけではないので、私が知っている範囲の中

でご紹介する。 

 話に入る前にちょっとビジュアルに見た方がよいと

思い、去年の１月にＮＨＫが放送した「子どもの声を

政策にいかす」というものだが、ＮＨＫが企画すると

き海外で子ども・若者の参画の取り組みに関してどの

あたりを取り上げたらいいのかと相談の声がかかり決

まったのがイギリスだった。今回はその中の取り組み

のロンドンのモスキートデバイス。いま日本でも銀座

あたりでモスキートデバイスという若い人の耳にしか

違和感として感じない音を出す機械を置いて若い人た

ちが大騒ぎするのを防止している。ロンドンでもあち

こちに置いていて、これに対して若者たちが異議を申

し立ててそこから議論が始まるプロセスをまずは見て

いただきたい。 

＜福祉ネットワーク「子どもサポートネット シリー

ズ世界の子ども支援（２）社会に声を届ける －イギリ

ス－」（ＮＨＫ教育テレビ2010年１月14日（木）放送）

上映＞ 

 もう一つこの映像の中で紹介しているのが、バーミ
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ンガムという低所得地帯である。その低所得地帯の一

番社会的に認められていない若者たちのグループがそ

このユースセンターを中心に、学校でも地域でも、の

けものにされやすい若者たちが自分たちでその地域の

若者たちにアンケート調査を行い、１年かけてその中

から彼らが何を望んでいるのかをまとめて、足を踏み

入れるのも危険で荒れ果てた公園を復興させてサッカ

ー場をつくる活動を紹介している。つまりエリートの

社会参加だけではなく、逆の部分も非常に強化されて

いるところも理解することが大切である。 

ＥＵの若者政策 

 本題に入りたい。去年スウェーデンを見てきたし、

その前後の勉強会でも何度か話したのだが、イギリス

の前にＥＵとしての若者政策の大きな流れがあって、

その中でイギリスの若者参画政策というものが大事だ

と思われる。つまりイギリスの動きがあるけれども、

ヨーロッパの多くの国は基本的には同じ方向に進んで

いて、最も進んでいる北ヨーロッパ諸国それから西ヨ

ーロッパ諸国などの国々と、それから南ヨーロッパの

ようなこういう動きに対してかなり遅れている国々、

それから東ヨーロッパ諸国があるが、加盟国全体では

若者の社会の参加を推進するという方向に進んでいて、

かなり先進的な国々をモデルにしながらそれより遅れ

ている国々は「どれだけ近づいたか」という形で進め

ていくという流れがある。 

 大雑把に言うとＥＵ加盟国の若者政策は「若者の参

画」をトップにおいて進んでいると思うが、そのスタ

ートが2001年の「若者レポート2001」という白書で、

ここで若者の積極的シティズンシップということをう

たっている。市民としての権利、受動的な権利という

よりも自らが社会に参画して自分たちの権利を行使す

ると同時に社会をつくるための役割を果たす市民とい

うような意味合いで使っている。青尐年、若者、年齢

はもう子どもから大人になる途中くらいの若者たちと

いうことなので本当に小さい保育園くらいの子どもた

ちも含めて言っている。そのために若者の経験分野を

拡大していくこと、つまり学校の中、家庭の中という

限定した世界ではなくてもっと広い社会の中での経験

分野を拡大して認識を広げていくことを強調している。

そして若者の自律性。自分自身でものを考え、自分自

身で意思決定をし、広い知識やバランス感覚をもって

自らの行動を律していける若者のあり方ということだ

と思うが、この３点が「若者レポート2001」で強調さ

れている。「若者レポート2001」をつくるにあたってリ

ードした国々が、スウェーデンをはじめとする北欧の

諸国だったと言われていて、あとＥＵの若者レポート

が何回か出ている。これはあらゆる分野でそういう手

法をとっているが、若者政策に関してもそれぞれの国

がＥＵとしての統一的な目標を目指しながら各国の政

策を立てて実行する。それを加盟国の中でお互いの評

価にかける。この

ような動きに対し

て、当番国という

ものがあって、い

ろいろな国が順番

に当番国になって

中心的に動く。当

番国・事務局がど

こかということで、だいぶ色が出て、2001年はスウェ

ーデンをはじめとする国々の色合いが非常に出たと言

われているけれども、そういった点での自律性や社会

への参画ということが非常に強くでて、それが2000年

代のＥＵの若者政策の大きな流れをつくった。 

 2005年には欧州の青尐年協定が結ばれて、青尐年の

教育訓練をいっそう高めていくこと、それから職業的

な統合性を高めていくことが特に重要な柱になってい

て、それぞれの国がそのゴールに向けて自国の取り組

みを強めている。それから2009年にＥＵ理事会が採択

した若者政策が2010年～2018年の９年間で、ＥＵは青

尐年分野において協力する新たな枠組みを提示してい

るが、これが2001年から始まった若者政策をいっそう

強化する形になっている。 

 若者政策を構成する要素として2009年の政策で出て

いるが、青尐年・若者の地域活動の領域で彼らが地域

活動に積極的に参加できる環境をつくること、その中

で人間発達を促すということがまず出ている。２つ目

として若年者の雇用の領域で仕事につける能力を育成

し労働市場において職業人として自立できるという労

働政策。３つ目が若者を権利と義務を有するシティズ

ンとして保障することなので、いわゆるシティズンシ

ップと参画政策というものがこの３番目のなるのだが、

重要なのは参画だけでは物事は進まないという総合政

策であることだ。１つ目の人間発達っていうのは教育

政策と人間発達政策ということなのでたとえばユース

ワーク、ユースサービスという分野と非常に近いもの

で、２つ目の雇用と３つ目のシティズンシップの３点

がセットになって若者政策は構成されるという理解が

重要だと思う。３つの中で色濃く出ていて2000年代の

当初から強調されていたのが、学校教育ではないノン

フォーマル教育という部分で、学校教育はもちろん後

で出てきてシティズンシップ教育の導入やキャリア教

育といったような新しい教育課題は重要なのだが、そ

れだけでは現在の要請には対応できていかないという

ことで、形式化されないノンフォーマル教育を学校以

外の領域でどれだけ行っていくことが重要だというこ

とが繰り返し強調されている。社会教育ボランティア

活動、社会体験学習というようなものが社会に出るた

めの有力なツールであるとうたわれている。 

積極的シティズンシップと社会的包摂 

 なぜ若者の積極的なシティズンシップが登場するの
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かと言うことが押さえられているが、たとえば映像の

イギリスの場面を見て思うのは、結構時間をかけて、

子ども議会それから区の職員が子ども議会の青尐年に

説明をしながら彼らの意見を聞くということをやって

いるが、なぜそれをやるのかと言うといろいろな解釈

や側面があると思うのだが、たとえば若者たちが商店

街をたむろしてそれを抑えるのに非常に困っていて、

この時の手法はいろいろあるわけで１つは警察がパト

ロールをうんと強化する、警察が見回って商店街でた

むろして騒いでいたら逮捕する。そういうやり方はあ

るがこれだけで効果が上がるか、パトロールを強化す

ると相当なお金がかかる。費用対効果の問題もかなり

大きな問題で、一度パトカーに押し込んで警察に連れ

て行くとそのあとは結局解放するしかなくて、繰り返

し行われるわけで、すると若者と警察の間で深刻な対

立関係があって効果が上がらない。すると別の方法だ

と効果が上がるかもしれない。取り締るタイプの若者

を社会の主人公として受け入れたほうがよい、社会的

にはよいという面と両方があるということで、シティ

ズンシップの問題というものは社会の統合性というも

のを進めていくために、若者たちを社会の主人公とし

て受け入れる方がよいという判断が出てくることがあ

る。バーミンガムの貧困地帯の問題はもっとそういう

面があって、恵まれない家庭は貧困で崩壊状態、学校

も早々に終わってしまった子どもが仕事もなくて地域

をたむろしている。そういう状況が進んでいくと社会

が真っ二つに分かれていく。犯罪ももちろん多くなる。

真っ二つに割れたもう一方の恵まれない若者たちは仕

事にも付けないでぶらぶらしている。イギリスだと生

活保護になっていく。そうした社会が割れていくとい

う事態に対して逆の立場は、どういった立場があるの

か、そういったことを想定して読んでいただくとよい

のだが、若者の社会的統合をシティズンシップとして

位置づけて社会への参画を大胆に進める政策がとられ

るようになっていく。だから参画を大胆に進めるとい

う場合に若者の中身は画一というわけではない。いろ

いろなタイプ、いろいろな類型の青尐年たちをそれぞ

れの状況のなかで社会の中に入れていくということに

なるかと思う。特に若者を意思決定のプロセスに参加

させるということを通して彼らの意見を初めから聞い

ていきながら社会のあり方というものを検討していく。

もっと具体的に言うと、ある財源がある、その財源を

使うときに、大人が決めて「さあどうだ。これで遊ん

でくれ」と言ったときにそれが全然当事者たちのニー

ズに合っていないという無駄がたくさん出る。それだ

ったら最初から意思決定に参画させて、限られた財源

を有効に使ったほうがよいということも出てくる。 

 それから権利の主体としてのシティズンシップから

参画する主体としてのシティズンシップへの政策的な

転換がある。参画政策を進めるためには、いろいろな

環境整備が必要になる。行動の基準に合わなくなって

くるととにかく取り締まるというやり方になるのだけ

れども、その逆の方法を取るとなる場合にはいろいろ

なことが新しく登場してくる。その１つが若者に対す

る情報提供ということになる。情報提供は積極的シテ

ィズンシップあるいは積極的シティズンを育てるため

の不可欠な条件になる。さっきの子ども議会や子ども

を対象にするさまざまな説明の場というのは最初に子

どもたちに情報を提供しよう。彼らにそれをもとにし

て考えてもらう。彼ら自身の意思決定をそこでやって

もらおうということになると思う、これは具体的にス

ウェーデンでは徹底的にされていたと思うのだけれど

も、イギリスでも子ども・若者に情報を提供しなけれ

ばならないということが法律になっている。その情報

というものは色々なタイプのものがある。例えば雇用

とか労働条件に対する情報を徹底的に提供しなければ

ならない。それから住宅の情報提供。ハウジングとい

うのは例えばスウェーデンもそうですしイギリスもそ

うですし、日本より親の家をでる年齢がうんと早いの

で、10代で自分の家を借りて住まう。そうでない場合

には生活保障とか社会保障の中でハウジングというも

のは非常に重要なわけですけども、そのための情報提

供というものはたくさんあるが、日本の場合には若者

対象のハウジング政策はほとんどないと考えてよい。

いきなりアパート借りるということになるのだが、ヨ

ーロッパではそのための情報提供がある。それから学

習に関する情報提供、地域活動をするための情報提供

というものが考えられる。それから情報に関する平等

なアクセスの権利が保障されていることが重要である。

いまお話しているのはＥＵの若者政策だが、それが全

ての国に下りてきて、若者のための情報というものが

あると思われる。これらの情報というものは内容の点

でも比率の点でも若者に関する内容を必ず含んでいる

こと、利用者にとって使いやすく分かりやすいもので

あることが強調されている。 

 民主主義を高めるためにということと影響力を高め

るためにということが重要なテーマとなっている。そ

れをするために何が必要かということが、ＥＵの政策

や関係する色々なペーパーの中で出されているわけだ

が、まず１つ目が「各分野の法規は若者の状況を包括

的に見るという視点を必ず持たねばならない」という

ことを挙げています。それから２つ目が「若者自身の

視野というものを土台に置かなければならない」。若者

自身がどう見ているのかをということが土台におかな

ければならない。法規をつくる際は必ず若者にヒアリ

ングをしなければならない。３つ目が「一人前になっ

て自己決定できるようになるための良好な条件が若者

に与えられること」。４つ目が「若者の責任、共感、参

加、影響を伸ばすために社会的努力が払われなければ

ならない」。このためにどうしたらよいかということは、
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たくさん検討しなければいけない。５つ目が「若者が

容易に政策にアクセスできること」。６つ目が「政策を

もっと明確に示さなければならない」。青尐年、若者が

分かるよう形で政策が示されなければならない。７つ

目が「政策上の意思決定を地域レベルで行わなければ

ならない」。さっきですと、区のレベル。ロンドンで区

のレベルというとどの程度の範囲かは具体的にはお話

できないのだが、スウェーデンでも言われていた。若

者の参画政策を進めることは地方分権政策を徹底して

進めることだと。スウェーデンのような国での地方分

権は日本で言うと、極端に言うと中学校区レベルまで

下げなければならないという話になると思うのだが、

イギリスの場合だとスウェーデンよりは規模がもう尐

し大きく人口5000万人くらい。スウェーデンは900万人

くらいなので、900万人と5000万人の国ではヨーロッパ

の中では小国と大国くらいの違いがある。そのイギリ

スも地方分権化の中で青尐年、若者の参画を進めなけ

ればいけないということが言われている。 

 ＥＵの2009年に出たこれから９年間の枠組み（青尐

年分野におけるＥＵの協力についての新たな枠組み

2010-2018）というもの。この中で２番目に書かれてい

るのだが、「積極的な市民としての行動」「社会的包摂」

「連帯」という３点があがっているのだが、このこと

が非常に重要なのは、積極的市民としての行動が、社

会的包摂政策とセットであること。日本では昨年の「子

ども・若者支援推進法」とそれを具体化する「子ども・

若者プラン」というものが出されて、それを見ていた

だくと最初のほうに「社会参画」が入っている。入っ

ているのだがＥＵの取り組みやこういったレポートと

比べてみた時に「社会的包摂政策」という意識がまだ

全然ない。「社会的包摂」というものは青尐年・若者に

関していうならば、最も不自由な状態にある青尐年・

若者を社会の中にキチンと受け入れること、それによ

って社会的な統合を行わなければならない。そのこと

と絡めた形でアクティブシティズンシップというもの

を進めなければいけない。こういう枠組みなのだけれ

ども今年イギリスに行く場合には単に政治参加ではな

く、スウェーデンと違って格差の大きな国でその格差

をいかに是正していくかということがイギリスにおい

てずっと重要な政策課題としてきたわけで、それとセ

ットになって参画政策を見る必要がある。 

 「イニシアティヴがとられる８つの分野」というこ

とで挙げてある中の２つを紹介しておくと、１つが「参

加」、２つが「ボランティア活動」を言っている。この

「ボランティア活動」は単に社会的な貢献するだけで

なく、ボランティア活動を通して青尐年・若者の社会

経験を拡大していく、そのことを通して認識の幅を広

げ、意思決定の参画などの力をつけていくという意味

合いがある。あるいは労働市場への参画と連続性があ

って、労働市場への参画のための職業訓練、あるいは

キャリア教育と「ボランティア活動」という別世界で

動いていたものがだんだん接近してきてかなり統合的

に論じられているというような感じがする。 

シティズンシップ教育 

 イギリスに対して日本で関心を持たれたのが、シテ

ィズンシップ教育が正式にカリキュラムに導入された

ことである。簡単に紹介すると2001年のＥＵのユース

レポートの流れがあって、1998年に政府答申「学校に

おける民主主義とシティズンシップ教育」、クリック・

レポートと言う。1980年代の後半ぐらいからイギリス

ではロビー団体が学校教育の中で市民としての教育を

行うべきだということを活発に述べていて、政権が交

代して労働党政権になってから弾みがつく。背景はス

ウェーデンと共通しているが、「若者への政治への無関

心」への不安が広がっていたこと、投票率の低下、住

民が地域活動に参加しなくなってきたことに対する懸

念が広がったこと、市民の参加の機会がだんだん減尐

していて、若い世代に市民としての教育をしないと市

民社会が維持できないのではないかという問題意識が

あって、スウェーデンでは1970年代から同じような傾

向が出てきて、それが新しい若者政策に繋がっていっ

たという話とまったく同じような状況だと思うのだが、

そんなことを受けて1997年労働党政権に変わったころ

にシティズンシップ教育に関する諮問委員会をするこ

とになり、1980年代くらいから積極的にシティズンシ

ップ教育に関する活動を行っていたということで諮問

委員会の議長にロンドン大学のバーナード・クリック

が就いた。 

 それを受けた形で2002年に中等教育段階で必修にな

った。最新の動きは押さえていないのだが、中等教育

では必修になり、おそらく小学校では選択科目、高校

もおそらく選択科目である。そのレポートの中で、シ

ティズンシップを構成する３つの要素として「社会的

道徳的責任」「共同体への参加」「政治的リテラシー」

を挙げている。クリック自体は、３番目の「政治的リ

テラシー」をずっと強調してきたが、この諮問の中で

は「政治的リテラシー」を強調しながらもこの３つの

バランスをとる形で諮問をしている。なぜシティズン

シップ教育が重要かということに関して、レポートの

中では市民社会を維持するためには２つの対立する手

法があるとして、一つは「中央集権化」対「新しい統

制」という対立。もう一つは品行方正な振る舞いと善

良な市民を育てるというやり方対積極的なシティズン

シップ（公民的協和主義）というものはクリックが言

っているが、こういうものがあって政策に「政治的リ

テラシー」が入る。このあたりはRightsが出版した『18

歳が政治を変える』という本の中で小玉重夫さんが書

いているので、そこを読んでいただければよいと思う。

一方で学校教育の中にシティズンシップ教育というも

のが入れられる。スウェーデンでは学校教育のカリキ
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ュラムの中では入らないでむしろいろいろな科目にち

りばめられながら、学校と地域社会全体として連携し

ながら市民を育てるというやり方をしている。 

ヒア・バイ・ライト 

 イギリスのヒア・バイ・ライトというもので、９月

に行ったらぜひこの現場をいろいろヒアリングしたら

よいと思う。イギリスでもＥＵの政策というものを全

面的に受けるかたちで青尐年・若者の参画を進めると

いうことが2000年代の大きな動きだが、それを具体的

にどういう方法で進めたらよいかということで開発し

た枠組みである。さっきの映像の中でユース協会のハ

リーウェイドさんが子どもたちを参画させることがど

うして必要かということを話している。ハリーウェイ

ドさんが２年前に日本に来たときヒア・バイ・ライト

を使ってワークショップをしている。ヒア・バイ・ラ

イトがどのようなものかということを非常に分かりや

すく教えてくださった。 

 2001年に子どもの社会参画を進めるために開発され

た手法なのである。これは国から要請を受けてハリー

ウェイドさんが英国若者協会と地方自治体協会と共同

で開発したものだ。あらゆるところで子ども・若者の

参画を進めるために学校だけではなく、地方自治体、

会社組織、青尐年センターや青尐年が利用する図書館

や子どもたちが使うデパートなどあらゆる組織が青尐

年・若者の参画というものを抵抗なく勉強して頭をひ

ねらないと分からないということではなく誰もが「子

ども・若者が参画するとはこういうことだ」と分かる

ようなツールとしてつくった。2007年に若者プラン10

カ年計画がだされ、国・地方自治体が子どもの参画の

ためにヒア・バイ・ライトを使いながら進めるという

ことになった。 

 ７つのスタンダードというものを定めていて、各組

織はこれを元にして毎年どこまで進めるか計画を立て

よと。それを年に１回評価する。１つ目が共通の価値

観をまずみんなが共有するということ。だれもが若者

の参加が大切だと思うようになること。全部具体的な

チェック項目があるが、１年間でどこまで進んだか、

どのくらいの人が大切だと理解したということを全部

チェックする。２つ目「計画づくりをしなさい」この

計画づくりをもとに１年間どのくらい進んだかチェッ

クする。３つ目が仕組みをつくるということで「参画

を進めるときのルールづくりをしなさい」。すべてのレ

ベル、自治体というレベルから会社というレベルまで、

あるいはサークルというレベルまで全部のレベルでル

ールをつくりなさい。４つ目、体制を進めるために「参

加しやすい環境づくりをつくりなさい」。そしてそれが

どこまで進んだか全部チェックしなさい。５つ目がス

タッフを進めるために「一緒にやっていく大人を決め

なさい」。これも決まったかどうかを全部チェックしな

さい。６つ目が技術とスキルを進めるためにというこ

とで「私たち青尐年と一緒に働いてくれる人のスキル

をどれだけ上げるかの目標値を決めなさい」どれだけ

スキルが高まったかをチェックする。７つ目がリーダ

ーシップのとり方を進めるということで「責任者を決

め、どういう振る舞いしどういう責任を負うか決めな

さい」それがどこまでいったかをチェックする。これ

を毎年やりながら５年間経ったらどこまでやりなさい

というのがヒア・バイ・ライトである。これはおそら

く障害者や女性の参画にも使えるツールだと思う。子

ども・若者参画政策の中にそれを入れて法律で定めた

ことがすごい。 

 ヒア・バイ・ライトを使った具体的な取り組みの例

として、大ロンドン市リッチモンド・アポン・テムズ

特別区での取り組みなのだが、約４万人ものこの町に

住んでいる若者を対象とする事業をこの特別区が行っ

た。ヒア・バイ・ライトを使って、子ども・若者の参

画がどこまで進んだということをレポートで最後に報

告しているがソーシャルケアの経験者、障害者、ユー

スサービス利用者、学校評議会、特別支援を必要とし

ている子ども・若者がこのヒア・バイ・ライトを使っ

た取り組みの中に参加し、具体的に事業を進めてそれ

を最終的にレポートにまとめたということが報告され

ている。イギリスでは子どもの参画と並んで、2004年

に児童法2004が出るのですが、児童法というのは、子

どもの参画政策を行いながらそれと同時に子ども・若

者の最善の利益をすべての組織を横断して連携しなが

ら地方自治体レベルで取り組むと宣言した法律である。

その出発点にあるのがビクトリア・クリンビーちゃん

という６歳の子が義理の親からの虐待で殺されたとい

う事件があって、それをもとにしてイギリスの子ども

サービスというものの非常に大きな欠陥が徹底的に洗

い出されて、子ども・若者の最善の利益を守るための

仕組みづくりをやったが、これの中で子ども・若者の

参画がきちっと入った形で法律がつくられて、その後

2004年以降子どもの貧困防止法とか、いくつか一連の

子どもの最善の利益のための法律がずっとつくられて

いるのですが、すべてのところに参画が入っている。

そこまできちんと理解した形でイギリスを理解するこ

とが必要だと思う。 

（文責・山本晃史、菅源太郎） 
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英国スタディツアー第２回事前学習会 

英国のシティズンシップ教育 
蓮見二郎さん（九州大学法学部准教授） 

 

 ６月11日（土）に16名の参加をえました。蓮見さんの講演を受けて、参加者が質疑応答・意見交換しました。 

 

 英国と言っても

イングランドとス

コットランド、北

アイルランド、ウ

ェールズの４つの

地域があり、なか

でもイングランド

とウェールズの教

育政策は基本的に同じである。今日はイングランドを

中心とした英国のシティズンシップをお話しする。 

シティズンシップ教育の理念 

 シティズンシップとは何か。Citizen（＝市民…政治

や公共の事柄に携わる人々）＋とshipで成り立つ単語

である。shipのもともとの意味は「権利を与える」と

いう意味で、shipが入る言葉としてフレンドシップ…

仲の良い友達という「状態・性質」、メンバーシップ…

会員としての「資格・権利義務」、リーダーシップ…指

導者に求められる「資質・技能」、スポーツマンシップ

…運動選手としての「あるべき姿」があり、尐しずつ

意味が違っている。「シティズンシップ」は、これらの

全てに関わっている。市民としての性質・状態であり、

資格・権利義務であり、市民としての技能であり、市

民としてどうあるべきかといった点に関わっている。

特に権利と義務は英国の理論的な文脈の中で話されて

いる。 

 英国のシティズンシップ教育は、政治哲学を基礎と

して議論されている。特に1990年代までは「自由主義

か公民的共和主義」という２つの対立がある。ほんと

に単純化すると権利か義務かに尽きる。自由主義と言

ってもいろいろなことがあり、政府の役割を小さくし

ようという自由主義や福祉を充実させようという自由

主義もあるが、基本的には権利・自由を中心とし、国

家は何を守るかというのが基本である。T･H･マーシャ

ル『シティズンシップと社会階級』（18世紀の市民的権

利、19世紀の政治的権利、20世紀の社会的権利の発展）

が基本的な文献。公民的共和主義は責任・義務を強調

し、誰が自由・権利を守るのかというのが基本である。

民主主義の世界では、有権者が守るしかない。我々の

権利や自由を守るのは我々自身だろうという考え方で

ある。さらにここ20年、Q･スキナー、J･ダンらによる

政治思想研究により権利とか自由という議論からそれ

を守るのは誰だという議論に変わった（共和主義的転

回議論）。もうひとつ1990年代から盛んになってきた考

え方が差異の政治・アイデンティティの政治という議

論である。これはアイデンティティを強調する考え方。

単に自由とか権利だけではなくて集団のアイデンティ

ティも考えなければならない。難民、移民の多い英国

の中でどのようにして集団のアイデンティティを保っ

ていくのかということである。どうしてこれが大切か

というと「その国に対して所属意識や帰属意識がない

と、そもそもその国を良くしようと思わないだろう」

ということ。これらの理論的な基礎はI･M･ヤングの「差

異の政治」、C･テイラー「承認の政治」などである。 

シティズンシップ教育の歴史(～1997) 

 もともと英国には社会科の中に公民はなかった。19

世紀からエリート（大学進学者）向けの政治教育が行

われ、1918-1944年教育法「隠れたカリキュラム」によ

る市民形成が目指された。これは、選挙権を拡大して

いくと知識や教養のない人にも選挙権は広がっていく。

そのような人達にも教育を行って知識をつけてもらわ

なければいけない。公教育の目的の一つは良き市民を

育てることである。戦前～戦中にはナチスやソ連にイ

デオロギー的に対抗するため政治教育が提案される。

それでも戦後は一般の教育として公民はなく、社会科

系教科は地理・歴史のみであった。シティズンシップ

教育のような教科は、英国に「相応しくなく、下品で

『非英国的』」（Kerr 2001）とみなされていた。その理

由は、シティズンシップ教育の伝統の欠如や専門的な

教員の不足、政治は大人のものであるという意識が強

く、冷戦に入るとindoctrination（教化・教え込み）

に対する懸念がどうしてもあった。1960年代末～70年

代に入ると英国では特に1969年に選挙権年齢が18歳へ

引き下げられ、政治教育、良き市民を育てることは必

要じゃないかとなってきた。政治的社会化研究（どう

やって子どもが政治的なものを学ぶのか）がこの時代

興隆する。クリック、ポーターらが「政治的リテラシ

ー」という概念を提唱する。政治にかかわる概念の理

解に関わる政治教育、それをどうやって教えていくか、

あるいは時事問題をどうやって教えていくかという教

育が提案された。一部の学校ではこれが継続していく

のだが、なかなか拡大しなかった。1980年代～90年代

半ばにかけて特定の分野に絞った、例えば平和教育、

人権教育、ワールドスタディーズなどの「新教育」は

尐しずつ続いていったが、政治教育やシティズンシッ

プ教育という形では広がらなかった。サッチャー・保

守党による教育の保守化で例えば1986年教育法によっ
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て小学校における党派的政治活動が禁止される。また

もう尐し若者と警察の良好な関係が必要じゃないかと

いうScarman報告書も出される。それまでの労働党の福

祉国家の見直しがあり、1988年にダグラス・ハードが

「能動的市民性active citizenship」という概念を提

唱する。その主旨は地域社会やボランティアに参加す

る責任の強調である。もう国では福祉国家の面倒は見

きれないから地域社会やボランティアでそれを手当て

してくれという方向に持っていこうとする。1990年に

日本の学習指導要領を参考にしたといわれる「ナショ

ナル・カリキュラム」が導入される。このなかでシテ

ィズンシップが５つの「科目横断的テーマ」の１つと

なる。その実際の要素が、地域社会、多元主義、権利

と義務、民主主義的活動、市民と法律、雇用、余暇、

公共サービスの８つである。新しい教科としては導入

しないが、それぞれの教科でこれらの項目を取り扱っ

てよいとなった。そうはなったが「扱ってもよいし扱

わなくてもよい」となると実際に地理や歴史の先生は

専門ではないのでなかなか広がらない。 

導入当初のシティズンシップ教育(1997～2007) 

 このような状況が変わるのは1997年に労働党が政権

を取ってからである。1997年にブランケット教育相が

バーナード・クリックを委員長としたシティズンシッ

プ教育諮問委員会を設置する。この委員会が1998年に

最終報告書『シティズンシップ教育と学校における民

主主義教育』（クリック・レポート）を公表する。これ

を受け2000年にシティズンシップの新しいナショナ

ル・カリキュラムが公布され、2002年に全学校の11～

16歳でシティズンシップが必修化される。必修化導入

の背景にはいくつもの理由がある。その一つが福祉国

家でも市場万能でもない労働党の「第三の道」といわ

れる方向で、福祉だけではなく労働させることによっ

て社会を動かしていこうとする。この政策が一番にあ

る。それから投票率の低下、特に若者の投票率の低下

の懸念、憲法改革や権力移譲といった労働党の政策課

題にブレアは取り組もうとした。また若者の犯罪・非

行対策をどうするか、英国内における移民の増加をど

うするかといった問題意識があった。国際的理由では

グローバル社会における国際経済競争・知識基盤社会

にどうやって対応していくのかという問題意識やＥＵ

統合に対応した「ヨーロッパ市民」をどのように育成

していくのかということを念頭に置いていたと言われ

る。 

 クリック・レポートの目標は一言で言うと「能動的

市民性active citizenship」。「参加民主主義の本質と

実践、生徒達が能動的市民として育つために必要な権

利・義務や責任感を高めること、それによって地域や

より広い共同体に参加する個人、学校、社会の価値を

確立することに関連した知識・技能・価値を高めるこ

と」をめざす。このレポートの最終的な狙いは「国と

地方との双方で、この国の政治文化までをも変えるこ

と。国民が自らを能動的な市民と考えること、つまり、

公的生活にすすんで影響を与え、与えることができ、

与えるための素養を持ち、また、発言や行動の前に証

拠資料を吟味する批判的能力を持つこと。共同体参加

や公的活動に関する現在の伝統の中で最善のものを基

礎とし、それが若者にも徹底的に拡大されること。新

しい参加や活動のあり方を自ら見つけられるよう一人

ひとりに自信を持たせること」としている。つまりこ

の国の政治文化までも変える。有権者はどうしても受

動的である。それを変えて能動的に市民が参加するよ

うな政治文化にすることである。それを狙っている。

ただ参加するといっても事実を吟味して批判的に参加

するといったことを含んでの参加である。 

 クリック・レポートでの提案は３つの柱がある。こ

の柱はstrands（撚り糸）のように３つがかみ合わさっ

ている。１つ目が社会的・道徳的責任で、子供はごく

初期から、自身や教室の内外での社会的・道徳的に責

任ある行動を学ぶ。それらはどちらも、権威に対して

と互いに対してのものである（これはシティズンシッ

プの重要な前提条件）。２つ目が共同体への関与で、生

徒は、共同体での生活や事柄に役立つ形で関与するこ

とができること、またそうなるよう学ぶ。これには、

共同体への関与と共同体への奉仕を通じて学ぶことを

含む。３つ目が政治的リテラシーで、生徒は、知識・

技能・価値を通して、公的生活において効果的である

ことについて、またその方法について学ぶとある。「責

任」を一番初めに持ってきたのは、クリック・レポー

トが広がる理由でもあるが、子どもたちの責任などを

どうにかしたいと思っている人が多かったということ

がある。共同体への関与は「第三の道」に繋がるもの

である。政治的リテラシーは60年代からクリックがず

っと言ってきたもので、ここでいう政治は狭いもので

はなくて今日のような話し合いの仕方といったことも

含んだリテラシーである。また鍵となるキーワードと

して「民主主義と専制」「協力と紛争」「平等と多様性」

といったものをいくつかあげ、シティズンシップを身

につける上で重要な概念になるのではないかと言った。 

 ではこの教育内容を学校でどのように行うかである。

まず、ナショナル・カリキュラムの中に必修・法定科

目として位置付ける。キー・ステージごと（日本のよ

うに各学年ではなく２・３年ごと）に学習目標を定め

る。学習成果は教育基準局(OFSTED)が評価する（学校

で行われているかチェックする）。シティズンシップは

カリキュラム全体の５％程度（週１コマ程度）を占め

ること。他の教科の中で行うことも可能。学校全体の

問題としてシティズンシップ教育を捉えること。シテ

ィズンシップ教育には３つの形態があり、１つは「シ

ティズンシップ」という科目をつくる。それから他の

教科の中で教える。もう１つが、学校行事など学校全
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体で行うというものがある。義務教育以降についても

継続を検討すること。子どもの教育に関係するすべて

の者（地域の人や親も）が、シティズンシップ教育の

意味と役割を理解すること。国や自治体は、シティズ

ンシップ教育の責任をうまく果たせるよう検討するこ

と。これらが提案されている。 

 「教育において、成人の生活における厳しい論争か

ら我が国の子供を隔離しようとすべきでなく、そうし

た論争を知的に、賢明に、寛容に、道徳的に扱えるよ

う子供を訓練すべきである。もちろん、教育者が教化

しようとすることは決して許されない。しかし、完全

に偏りを無くすことはいかんせん不可能であり、人権

に関する事柄のように問題によっては望ましくもない。

教員は、意見の分かれる問題を扱う際に、偏りをいか

に認識するか、提示された証拠をいかに評価するか、

別の解釈・見方・情報源をいかに見つけ出すかを生徒

に教えるという方針を採るべきである。とりわけ、生

徒がどのような発言や行動をしても、もっともな道理

を説明したり、他の生徒がもっともな道理を説明する

ことを期待したりすべきである。」（クリック・レポー

ト） 

 実際にシティズンシップ教育を行うときにどうやっ

て教化を防ぐのかが問題となった。ただクリック・レ

ポートの立場では逆に価値に関わる教育をしない方が

問題ではないのかとした。政治とか価値とかいうもの

はいろいろな立場があり導入はなかなか難しい。だか

らといって導入しない方がまずいのではないか。たと

えば、人権とか民主主義とかを子どもたちが分かって

いないのはまずいのではないかといったことである。

ただ教える際は繊細な配慮が必要であり、その配慮に

は３つのレベルを考えている。教授法レベルでは、教

師の見解を押し付けず、多様な視点と事実に基づく教

え方をすべきだというもの。教員養成レベルでは、バ

ランス、公平性、客観性を目指した教員養成。事後処

理のレベルでは、教育法による党派的教育の禁止と苦

情申立制度を利用して問題が起こった際は対処できる。

こういう形で何段階かの対策を考えて提案した。 

 クリック・レポートが広く受容された理由はどうし

てか。一番大きな理由はかなり政治的配慮がなされて

いたことである。具体的にはクリック委員会には、保

守党のケネス・ベーカー元教育科学相・内務相、NGO/NPO

の代表や学校の教員なども入れている。また「政治教

育」ではなく「シティズンシップ教育」という用語に

した。これは狭い意味での政治ではなくもっと広い意

味にしたかったからともクリックは答えている。 

 レポートの問題点もたくさんあった。佐貫浩（2002）

によると、１つは中等学校でのみ必修となったこと。

他教科や他の活動時間に含めることができること。新

教科の導入にあたって教員の追加措置がなく、研修等

も十分ではなかったこと。導入当初のシティズンシッ

プ教育の専門の先

生は140人程度し

かいなかった。生

徒会の設置が必修

でないこと。子ど

もたち同士での話

し合いを重視して

いる割には必修に

していない。人権・人種差別・偏見に関する記述に乏

しいこと。生徒個人の学習達成度の評価は定めないが、

視学inspectionによる学校ごとの評価があること。教

科の内容・性格が曖昧で、教員がシティズンシップ教

育について十分なイメージを持てないこと。こういう

点を指摘している。 

 これを受け2000年に「ナショナル・カリキュラム」

が策定されている。キー・ステージ３(11～14歳)・４

(14～16歳)ごとの大まかな内容を３項目に整理してい

る。１つ目が「見識ある市民になるための知識と理解

（権利・責任・刑事裁判制度、国・地域・宗教・民族

のアイデンティティと相互尊重・理解、中央＝地方関

係、財政、議会、選挙、地域活動、ボランティア活動、

メディア、出版の自由、消費者・雇用者・被雇用者と

しての権利・責任、国際関係）」。２つ目が「探求やコ

ミュニケーションのためのスキルの発達（ICT、意見表

明、討論など）」。３つ目が「参加と責任ある行動のた

めのスキルを発達させる（表現、交渉・決定・参加、

参加の振り返り）」。このように分けて知識やスキルを

要求する形のカリキュラムが導入された。実際にブレ

ア政権で導入されたシティズンシップ教育はこのよう

なものである。 

シティズンシップ教育の転換(2007～2010) 

 2004年にナショナル・カリキュラムが改訂されたが、

シティズンシップについては一切変更なかった。４年

しかたっていないのに変更したら現場に混乱を招くだ

ろうということで変更はされなかった。ただ2005年７

月７日、ロンドン同時爆破テロ事件が起こった。実行

犯４名のムスリムのうち３名はイギリス生まれ・イギ

リス市民権を持つパキスタン系、もう１人はイギリス

生まれのジャマイカ系であった。英国の市民権を持っ

ているのに英国に対してテロを起こしたということは

かなりの衝撃を与えた。ここからかなり色々な政策が

変わった。2006年11月に教育法が改正（教育と視察法）

され学校における文化的多様性への配慮を要求される

ようになった。2006年12月にはブレア首相が「統合の

義務」講演で「共有された、共通の、統一されたイギ

リス的諸価値」による統合だと言った。象徴的な言葉

として「他と異なる権利。統合の義務。これこそ、イ

ギリス人であることの意味だ」がある。こういったも

のを背景として2007年に『カリキュラム・レビュー：

多様性とシティズンシップ』（アジェグボ・レポート）
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が公表される。このレポートは多文化主義について講

評したもの。この報告書をもとに2007年にナショナ

ル：カリキュラムが改訂（2008年施行）された。つま

りシティズンシップ教育の課題は、導入から国家統合

vs多様性の問題へ移行した。 

 実際に『アジェグボ・レポート』の内容はどのよう

なものであったか。１つ目が「イギリス(人)らしさ 

Britishness」概念を議論している。これに対して懸念

が示された。人によって捉え方が異なってしまい、対

立から分断の原因にもなりかねないからである。アイ

デンティティは、典型的には重層的・多元的に構成さ

れていて、イギリスらしさといっても地理、国家シン

ボル、国民、価値と態度、文化的慣習、国籍としての

シティズンシップ、言語、歴史的実績などいろいろな

ものを指している。代わりに何を提案するかというと

「ＵＫで暮らす経験」という概念を共有することであ

る。Britishnessといった抽象的な概念よりも、現代史

を活用していく。ただし、歴史の勉強と言っても知識

中心の過去の憲政史や公民に回帰しないようにする。

そのためには対話やコミュニケーションというプロセ

スを教授法で重視する。それによる歴史の理解と所属

意識の涵養がよいのではないかという提案である。着

目するのが「共有価値 shared values」という概念で

ある。これについても「共有価値」が何かについても

論争がある（人によって異なるだけでなく、個人の中

でも状況により異なる）。パレク卿が言った「イギリス

の共有価値とは、イギリスがその価値にコミットする

ことを決意し、その意味で価値を所有したと言える場

合に限って使うべき。また、教育はこれらの価値を教

え込むべきではない」という意見に従っている。教育

によってできること、できないことを選り分ける必要

がある。「人権を持った個人」と「国民国家の一員であ

ることに基礎を置く権利を持った市民」との区別、対

立は起こる。ただ市民が社会に参加する動機は、所属

意識やアイデンティティによって左右され、共通の所

属意識も持つことが大切であるとD・キワン（2008）が

言った。国家を分断させないためには、価値を押しつ

けるのではなく、共通の所属意識も持つことが大切で

ある。 

 こうした概念をもとに提案するのが、クリック・レ

ポートの３つの柱に追加して第４の柱として「アイデ

ンティティと多様性：ＵＫで共に暮らす」の追加であ

る。実際に含めるべきだと言われた要素は、エスニシ

ティ・宗教・民族についての批判的思考、政治問題や

価値との明示的な繋がり、シティズンシップに関連し

た現代的争点についての思考に光を当てるための教授

法として現代史の活用である。含めるべき内容の例は、

ＵＫが「マルチナショナルな」国家であることの文脈

的理解、移民、英連邦諸国と帝国の遺産、ＥＵ、参政

権の拡大（例：奴隷制の遺産、普通選挙制、機会均等

法制）。同じ年に教育雇用省が出した報告書（『2007年

版[教育雇用]省報』）において「共同体の結束community 

cohesion」という概念が強調されている。 

 今度はアジェグボ・レポートを受け『ナショナル・

カリキュラム』(2007年版）が出された。これにはまた

別の３つの形態に分けている。１つは「鍵となる概念」

として民主主義と正義…社会的目標（参加、公平、民

主主義・正義・多様性・寛容・尊重・自由、市民と国

会の役割）、権利と責任（権利と義務、権利を守る責任、

権利の衝突）、アイデンティティと多様性：英国で共に

暮らす（アイデンティティの複雑さ、多様性、ヨーロ

ッパとの関係、コミュニティ）。もう１つは「鍵となる

教育方法」として批判的思考と探求、弁舌と表現(代弁)、

見識と責任のある行動をとる。それに加え「範囲と内

容」これまでの知識と理解の内容をやや整理したもの

が内容に挙げられている。一番変わった点はアイデン

ティティと多様性が３つの原理に加えられたことであ

る。 

この10年間のシティズンシップ教育の成果 

 国立教育研究所(NFER)が2010年11月、「英国における

シティズンシップ教育2001-2010：若者の実際と未来の

可能性：シティズンシップ教育長期継続調査第８回・

最終報告書」を公表した。これはかなり幅広い調査を

した結果である。長期継続調査では、総計２万４千人、

169校で調査した。２年に１度の調査では、2,500人の

生徒にアンケート調査（毎回300校から３学年１クラス

ずつ）、12校での長期継続的ケーススタディを行った。 

 そこで分かった変化は、①政治参加が年齢とともに

上昇。署名、生徒会での投票などは上昇したが、それ

を超えた政治活動への参加は尐ない。②市民参加が年

齢とともに上昇。募金活動が最も多く見られる活動で

年齢が上がるとコミュニティへの参加も増加した。③

課外活動への参加は年齢とともに減尐。特にスポーツ

活動への参加の減尐が顕著であった。④将来の参加は

年齢とともに上昇。ボランティアへの参加意思、投票

への参加意思が上昇し、75％が総選挙で必ず投票する

と回答した。⑤参加への態度は個人的信念に影響され

る。「善き市民とは何か」と聞くと遵法、コミュニティ

の利益の考慮や参加との回答が多いが、実際に参加す

る動機は、義務感よりも個人的利益であることが多い。

⑥平等と社会に対する態度は年齢とともに変化。移

民・難民、刑罰、生活保護受給、環境規制などに対し

てより不寛容になっている。逆に、人権や女性の権利

に対してはより支持が高まってきている。⑦市民的愛

着は年齢とともに弱まる。地方・国家・ヨーロッパの

共同体に対する愛着が低下している。学校への愛着は

比較的強いままである。⑧社会や政治制度への信頼は

年齢が上がっても高いまま。社会や政治制度への信頼

は高い。政治や政治家への不信は高い（33％が政治家

を「全く」信用しないと回答）⑨シティズンシップの
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関与と有効性感覚は中位のまま。年齢が高まると、生

活への政治の影響を認識するようになる。自らが政治

や社会制度に影響を与えられるとの感覚は、成人に近

づいても中位のままであった。 

 その要因は、①シティズンシップ教育を多く受けれ

ば受けるほど、市民参加・政治参加への肯定的な態度

が高まる。②シティズンシップ教育は、個人の有効性

感覚に肯定的な影響を与える（シティズンシップ教育

の最大の成果）。③シティズンシップ教育のみならず、

年齢、ライフステージ、個人的属性、個人の事前の態

度や動機なども成果に影響を与える。特に、個人の態

度や動機は安定的。④シティズンシップ教育の形態、

時期、長さが決定的な要因。その条件は、毎週45分以

上あること、シティズンシップ専属の教員によること、

GCSEなどの正式な試験と結びついていること、各教育

段階において定期的に行われること。 

 この結果を受けて提案をしている。毎週45分以上シ

ティズンシップ教育をやるべきだ。GCSEとリンクさせ

て試験のために勉強させる形にしたら効果がある。専

任の教員を配置した方がいい。義務教育（16歳）を過

ぎた後も学べる機会を提供すべきだ。それをバックア

ップする体制を自治体や国で支えないとシティズンシ

ップ教育は周縁化されてしまうとした。 

昨年の政権交代－保守・自民連立政権とシティズンシ

ップ教育(2010～) 

 昨年の政権交代により保守・自民連立政権になった。

連 立 政 権 の 掲 げ る 理 念 は 「 大 き な 社 会 (the big 

society)」である。端的に言うと社会が大きいという

ことは国家が小さいということである。労働党時代よ

りはサッチャーをおそらく目指している。ただ尐し違

うのは、全部市場に任せるよりは「第三の道」のよう

にもう尐しコミュニティに任せていこう、もう尐し地

方に任せていこうという方向に動いている。ただ大き

な国家は諦めてコミュニティに権限を委譲していくと

いう方向である。すると「大きな社会」の理念からは、

個人・コミュニティの能動的な活動が支持される一方、

国の負担を減らすために学校の自由な裁量を増やす政

策も支持される。この場合新しい政権はどちらを取る

か。そのヒントをいくつかあげた。①保守党は、「ナシ

ョナル・カリキュラム」で指定する学校における必修

教科を主要科目のみに削減する意向を示している。②

シティズンシップも、その中で削減対象となるのでは

ないかと懸念されている（シティズンシップ教育協会

The Association for Citizenship Teachingによる予

測）。③今年、英国を中心としたシティズンシップ教育

の研究者・教員の団体CitizEDが、シティズンシップ教

育の継続について要望書を政府に提出。④全国教員組

合の代表も、非必修化は「後退」であると反対を表明。

ただ2010年10月時点で、政府は未だ何も決定していな

いと発表した。しかし、シティズンシップが必修科目

として残る見通しはやや暗いと思われる。たとえばシ

ティズンシップ教育に関して長期継続調査を行ってき

たD. KerrがNFERから去っている。つまりシティズンシ

ップ教育は効果があるという調査をされると困るとい

うことである。多くの人がこれは廃止するために前段

階ではと考えている。ただし、キャメロン首相の教育

における「国家多文化主義」批判(2011年２月の演説)

は、ブレア元首相の2006年の演説からそれほど遠くな

かった。それは多文化社会ということで、マジョリテ

ィーの社会とか分断社会をつくってしまうのは問題で

あり、分断した社会をつくらないように国の統合が必

要だ、一つの社会、ひとつのアイデンティティを構築

していく必要があると演説した。保守党の人がいうと

非常にきな臭いということでイスラム系の人々から批

判を受けた。これからイングランドの中でシティズン

シップ教育がどうなっていくのかなと考えると個人的

にはやや暗いかなと思う。 

英国型シティズンシップ教育を実践する日本の事例 

 日本でも英国型のシティズンシップ教育を試験的に

導入した事例がある。京都府八幡市で市内の全ての

小・中学校で「やわた市民の時間」（2008～11年文部科

学省研究開発学校指定）というものを行っている。日

本でも最近いろいろな所でシティズンシップ教育的な

ものは導入されている。品川区やお茶の水の付属小学

校、沖縄とかいろいろなところで行われている。明確

に英国型を実施しているのは八幡市のみ。それは京都

教育大学の英国のシティズンシップ教育をずっと調べ

ている教授が指導、助言したからである。八幡市のシ

ティズンシップ教育「３つの観点」として意識（おも

う）（社会の中で、他者と協働し能動的にかかわりをも

つために必要な意識）、知識（わかる）（公的・共同的、

社会的、経済的分野での活動に必要な知識）、スキル（で

きる）（多様な価値観で構成される社会に参加するため

に必要なスキル）を設け、更に詳しく意識（他者を思

いやろうとする子ども、自分を大切にしようとする子

ども、自分の言動に対して責任をとろうとする子ども）、

知識（社会の規範、ルール・マナーを理解している子

ども、民主主義に必要な権利や義務を理解している子

ども、経済や金融の意味や意義とキャリアデザインに

ついて理解している子ども、ユニバーサルデザインに

ついて理解している子ども）、スキル（他人とコミュニ

ケーションができる子ども、必要な情報を収集し、判

断・分析できる子ども、社会を正しく見ようとする力

を身に付けた子ども）としている。実際にシティズン

シップとして行うのが年10時間と尐ないがサブ・プロ

グラムとして各教科・特活・道徳・総合の時間でもで

きるようになっている。どうして10時間かというと今

の学校体制の中で新しい教科を入れる余地がない。10

時間なら継続して行えるだろうという現場への配慮で

ある。        （文責・山本晃史、菅源太郎） 
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英国スタディツアー第３回事前学習会 

英国のユースサービス 
平塚眞樹さん（法政大学社会学部教授） 

 

 ６月25日（土）に７名の参加をえました。平塚さんの講演を受けて、参加者が質疑応答・意見交換しました。 

 

子どもから大人への「わたり」（ユーストランジショ

ン） 

 私の専門は教育学なのだが、狭い意味の学校教育と

いうよりは、人間形成に関心がある。近年は子どもか

ら大人への「わたり」（ユーストランジション）に関心

があり、そのプロセスを社会的に保障していけばよい

かということに関心がある。まずは、自分の関心から

もユースワークに着目する意味は何かということを最

初に触れる。ユースワークは19世紀後半からあるが、

労働党が政権を取ってから重視し始めた。 

 日本を含め多くの先進諸国が、1980年代後半から後

期モダンという歴史的段階に入ったのではないかと指

摘されている。ポストモダンというよりも近代の中の

新しいステージという意味である。後期近代を表す言

葉としてリスク社会、フィレキシビリティ化、個人化、

不確実性、高度大衆消費社会、知識社会化などといろ

いろな言葉が言われている。バウマンらが後期近代を

理論化する社会学者である。これらの人々がどのよう

に後期近代を表しているかというとバウマンは液状化、

ベックはリスク社会、ギデンズは再起的近代と言う。 

 共通点は先が見定めにくい、流動化しているという

ことである。自分が20歳くらいになったときになんと

なく60歳くらいまでを見通せるとか、ある程度の立場

に居る人ならなんとなく見通せるものだったが、どう

いう立場にいる人であっても、「たとえば定年までこの

会社にいるかな」ということが分からなくなった。そ

れらのことをベックは「将来における必要のために、

必ず学んでおかねばならないことを教えてくれる人は

誰もいない」。こういうことを言われてしまうと、学校

教育、義務教育は何のためにあるのか。義務教育とは

「大人になったときに役に立つことを学んでいきまし

ょう」というものである。「誰もいない」のなら学校の

教師は何のためにあるのかということになる。 

 こういう考え方に賛成するかどうかは様々な意見が

あるが、後期近代は私にはしっくりする考え方だった。

子どもから大人への「わたり」トランジション、子ど

もから大人への育ちを保障する仕組みを考え直さない

と基本的に人間に合わなくなってしまう。いま、時代

がどのように動いているのかということを視野に入れ

ながら大人へのなり方を「社会」が考える必要がある。

システムとして政策として行政が考えていく必要があ

る。それが私の研究の関心である。 

ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の不平等拡大 

 そのときに私は

ソーシャルキャピ

タルに関心を持っ

ている。これは社

会関係資本と訳さ

れる。これはキャ

ピタルという言葉

で人間が生きてい

く上での資源と表現した。他には家族やコミュニティ、

学校などを指す。他の言葉としてたとえば経済資本は

子どもから大人になる過程でどれだけ経済的な資源を

持っていたかいなかったかを表す。もう一つ有名なの

が文化資本である。文化資本は、親の学歴や職業、あ

るいは家にどんな本があるか、新聞は取っているか、

クラシック音楽を聞くかどうかなどの文化を表す資源

である。そういうものが自分の育ってくる環境にどの

ようにあったかなかったかということである。端的に

言えば、家にハードカバーの本があり、親が大学を出

ていて、親が生きている階層の会話が家で話されるな

ど、そういう育ち方をしている子どもと、それと対極

にある子ども。それは人間としての尊厳とは関係ない。

子どもにとっての社会での成功の有利、不利の問題で

ある。前者の家庭の子どもは初めから得をしていると

いう意味で資本という言葉を使う。 

 社会関係資本は、これと関係していて人間関係資本

である。子どもが大人になっていく過程で関係ある、

お金と文化と人間関係、こういうものが必要だという

考え方に立っている。人間関係も出自のプロセスで持

っている人間関係で必ずしも子どもが自分でつくる人

間関係ではない。一番典型的なソーシャルキャピタル

は人生につまずいたときに親が助けてくれるかどうか

で人間関係における資本に違いがある。助けてくれる

ときに、ソーシャルキャピタルを持っている家族は、

親はいろいろな知り合いを持っているため、「こんな人

のところ言ってみな」と紹介してくれる。その人のと

ころに行くとつまずいていることのヒントをもらえ、

親が全部背負いこまない。学校でも、高校くらいから

は階層が出てくる。学校によって先輩のネットワーク

がある。「こういうことがやりたいのだったらこんな先

輩がいるから今度会いにいってみなよ」というかたち

で人間関係が繋がれていく。 

 人間関係には親密な関係性とコネクションに近いも

のの２種類がある。前者はボンド（＝つながる）的な
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関係。後者は時々ヒントや刺激をくれるようなブリッ

ジ的な関係で、橋を渡していくような人間関係である。 

 経済資本や文化資本は20世紀から人間が大人になる

過程で大きな影響を与えると言われている。高収入の

家庭の子どもの成績は低収入の家庭の子どもより高い

とか。そして後期近代で重要性を増しているのが、ソ

ーシャルキャピタルである。1930年代から世界中で研

究が進んでいる。なぜかというと、リスク社会とか言

われているが、先が見えない社会になっている。文化

資本で考えて高学歴であっても、勉強したことが将来

的に役に立たなくなり得る。これからの時代、単に知

識を持っていることが絶対的なものにはならなくなり、

代わりに重要になってくるのがコミュニケーションス

キルというような人間関係を円滑につくっていく技量

である。これを持っていれば、困ったときに必要なこ

とを他の人に頼めたり交渉できたり他の人に頼ること

ができる。ブリッジ型のソーシャルキャピタルを持っ

ていると、いつか役に立つかもしれない人間関係であ

り、それが安心感をもたらしている。またボンド型の

ソーシャルキャピタルを持っていると、リスク社会と

言われる中で心が折れたときに戻れる場所になるため、

安心感が生まれる。傷付いたときに支え合える人間関

係があるかないか。後期近代における社会の変化がソ

ーシャルキャピタルの重要性を増大している。 

 ところがそれとともに、ソーシャルキャピタルをめ

ぐる不平等性が増大している。イギリスの例だが、1970

年代には２つのタイプの社会関係資本にイギリスの社

会が分化していてそれぞれ異なる階層につよく根付い

ている。ラグビーはミドルクラスのスポーツで、サッ

カーはワーキングクラスのスポーツである。階層の違

いは単に職業の違いだけではなく、スポーツやパブも

異なってくる。パブもそこに来る人達の地域性や階層

性で全く異なっている。働く人も飲み物も違う。ビッ

グベンのそばのパブは非常にキザな空間である。ビー

ル一つをとっても、ワーキングクラスとミドルクラス

は違う。イギリスは「クラス」というものが社会や人

間を考える上で切っても切れないもの、どうしても落

とすことのできない軸になっている。1970年代にはそ

れぞれのクラスのソーシャルキャピタルがあった。 

 ワーキングクラスのソーシャルキャピタルはミドル

クラスのソーシャルキャピタルより上品だったり、世

界規模でつながったりはしておらず、コミュニティに

閉じた関係である。ただ1970年代までのイギリスは雇

用の不安が尐なかったため、コミュニティ内で完結し

ている生活だとコミュニティ内のソーシャルキャピタ

ルで十分だった。世界に繋がるネットワークはなかっ

たが、人生を生きていくには十分であった。客観的に

見れば、格差はあったが、実際に生活している人はそ

れぞれに誇りをもって生活していた。ワーキングクラ

スは労働党をつくり、自分たちの社会の誇りのある体

系をつくっていた。 

 しかし現在では、ワーキングクラスにあって低学歴

でありサービスクラスの友人を持たない人はいかなる

社会的回路からも遠ざけられているということが大規

模調査から明らかになっている。かつては客観的に見

ればステータスは低いが人生の側からみれば十分誇り

ある生活ができていた。いまでは従来は誇りを持てた

ワーキングのソーシャルキャピタルが有効性を発揮で

きなくなっている。端的に言うとワーキングクラスの

職業そのものが立ちいかなくなってきているというこ

と。親がたくさんコネクションを持っていても生きて

いく上でそのコネションが余り役に立たなくなってき

ている。一方ミドルクラスは新しい形で市民化してい

る。公の支援がなくても自分たち自身の資源とネット

ワークで構築していくことができて、それが社会を切

り開いく力になり、さらにその過程でソーシャルキャ

ピタルを増やしている。そのような意味で役に立たな

くなってきている社会関係資本と、もともとミドルで

なにがしら持っていたのだけれども、後期近代になる

にあたってますます切れる社会関係資本になっている

ということが言われている。日本の調査でも同じよう

な結果がでていて、社会関係資本が格差化している。 

ユースワークの意義 

 ユースワークとは、かなり私の独自の定義だが、仲

間づくりが核である。仲間づくりを通して、若者が社

会参加の主体へと育つ過程で必要なソーシャルキャピ

タルを一緒になって形成するノンフォーマル教育活動

である。仲間関係・集団的な関係をつくっていくこと

（アソシエーション）で、ソーシャルキャピタルがつ

くられていく。そのことを通じて若者が社会参加する

主体へと育っていく。 

 人が社会参加をするために何が必要なのか。一番基

底にあって必要なものは、他者と社会への最低限の信

頼だろうと考えている。これは高い信頼じゃなくても

よいということ。最低限の信頼がないと「言っても無

駄だ」という感覚になるということ。私たちも学生た

ちに「苦情があるなら言えばよい」と言いたくなって

しまうが、彼らは「えっ」といってすぐには言わない。

それは彼らの中に「言っても無駄だ」「すぐには変わら

ない」という自分たちへの無力感と、社会への不信感

がある。それでもどういうときに人は言おうとするか

というと、自分がものを言って受け止められた経験が

あるという、押してみたら尐し動いたといったささや

かな経験があれば、もしくは自分が言ったことを他者

が理解してくれたということがあれば、自分の意見を

いうことがある。自分の生きてきた経験の中で他者と

いうものは自分が表現をすることに値する存在だとか、

社会は自分が思っていることを率直に表現するに値す

る存在だと最低限の信頼があれば人は言うことがある。

そういう信頼感がないと、いくら背中を押されても「無
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駄だよ」という諦めが先にきてしまう。日本は政治的

信頼の手前の社会的信頼が養われないままに大人にな

ってしまう社会になっている。ソーシャルキャピタル

は人間関係であり人間関係は信頼関係である。不信に

満ちた関係を人間関係とは言わない。ソーシャルキャ

ピタルが豊かになることとは、信頼係数が高まってい

くことである。ソーシャルキャピタルが豊かになると

人はちょっと言ってみようかなというようなある種の

積極性や主体性を身につけるための基盤になる。 

 ユースワークが面白いと思っているのは、それに関

与する活動だからである。当人のソーシャルキャピタ

ルが出自のプロセスに影響を受け今度は当人が養って

いったソーシャルキャピタルが後期近代になると、本

人の暮らし向きや社会階層や文化資本に影響を与える。

ユースワークは中間の他者・社会への信頼・関係性に

影響を与える活動である。 

ユースワークの定義と発達 

 ユースワークとは何か。イギリスの場合にはイング

ランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルラン

ドという４つの国に分かれていてユースワークの全国

協議会も各国ごとにあり、National Youth Agencyはイ

ングランドのユースワーク全体協議会である。ユース

ワークの定義として５点あげた。１つが楽しみ・学び。

両方あることが大切。楽しみもただの消費的な楽しみ

ではなく楽しんでいくことで学んでいく。２つが信頼

関係。ユースワーカーと若者との信頼関係が基本であ

る。３つが経験を通じての活動。経験を通じての学び

である。４つが安心、尊厳、成長。居場所になる安心

の場を提供する、自分はこれでよいのだという自尊感

を育てていくこと、成長していく場である。５つが諸

価値…若者たちの意見を重視する、若者たちが尊重さ

れる、問題構造を改善すること（健全育成）を目的と

していない、コレクティブアイデンティティ（関係性

や集団的アイデンティティといった自分一人ではなく、

仲間分かち合うアイデンティティ）をつくっていく、

違いが重視される、若者たちの声を促進していく。 

 ユースワークがどう発達したのか。簡単に言えばイ

ギリスでは産業革命以降に発達し、20世紀になって大

きくなってきた。出自は様々である。YMCA、ボーイス

カウト・ガールスカウト、労働者組合での青年活動、

日曜学校、セツルメント（貧困問題に関わる青年組織）

といったいろんな出自をもっていて宗教的、政治的な

ものがぐちゃぐちゃになって発達してきた。第二次世

界大戦の前後にユースワークという名前で社会が認知

するようになった。そのときは国からお金が出るとい

うことではなかった。このころ労働組合が結成されて

いる。日本でも尐しずつユースワーク的な動きが出て

きているが、日本では未だに労働組合ひとつない。イ

ギリスは何よりも先に労働組合が1930年代にできた。

その団体が今でもユースワーカーの労働組合としてや

っている。1960年

代以降に、自治体

がユースサービス

という形で公に供

給するようになっ

てきた。日本の保

育所設立運動と同

じ経過である。イ

ギリスの革新自治体でもこの時期に公の仕組みとして

のユースサービスが生まれてきた。公のユースサービ

スにならないところも財源は自治体が出していた。同

時にボランティア的だったユースワーカーが1960年代

に職業資格になっていく。いまでは短大くらいからユ

ースワーカーの資格が取れる。サッチャーの時代に財

政カットされ厳しくなるが、ブレア政権後にこのよう

なサービスが再び脚光を浴びるようになった。このと

きには、社会的包摂政策としてユースワークが注目さ

れるようになってくる。ソーシャルエクスクルージョ

ンユニットという社会的排除部局をブレアはつくった。

それをブレア政権の中では非常に重視した。そこで最

も注目したのが若者の社会的排除問題である。それに

有効に対応していくための枠組みとしてユースワーク

が脚光を浴びてきた。 

 後期近代にユースワークを押し上げている文脈が先

進国どこでも２つある。ひとつは社会的排除問題に政

策がコミットしているときに、若者たちをどうやって

もう一度包摂していくか。その方法的場としてユース

ワークが注目される。その際は「楽しみ」や「尊厳」

よりもエンプロイアビリティ（雇用可能性、雇われや

すさ）が重視される。どうやって雇用に結び付けるか、

ユースワークで青年たちが関わることで自信を持ち、

仲間への信頼を得て、エンプロイアビリティといった

「働こう」という一つの元気を得られるきっかけにな

る。もうひとつは1980年代の後半から出てきている、

子どもの権利条約や子どもの社会参加・ボイスといっ

た「子ども・若者の声を社会に届かせよう」という動

きが強くなってくる。これはある種の当事者主権の波

に乗って来る形ででてきた。そこからユースワークが

もう一度関心事として見られるようになってくる。こ

れを新労働党はアクティブシティズンシップと捉えた。

ブレアは片手に「エンプロイアビリティ」、片手に「ア

クティブシティズンシップ」をもち社会的排除から救

うのはこの２つだと言った。これらを通じて社会的包

摂を実現していく。この両方のところにユースワーク

が関連している。 

北欧とのちがい 

 フィンランドとイギリスを対比すると、近年のイギ

リスのユースワークは北欧とは違うところがある。こ

のことは短い期間訪問して中心的な人に話を聞いても

分からないことである。簡単に言うと一つがユニバー
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サルとターゲット。ユニバーサルはすべての子どもに

対応している。誰が来てもいい活動であるということ。

それに対してターゲットサービスは、日本で言うと生

活保護受給者向けの子どもに対するサービスなどであ

る。特に何らかのユースワークが必要であるとみなさ

れた若者に絞ったサービスの仕方がターゲットサービ

スである。北米はターゲットサービスとして発達して

きたが、北欧は一貫してユニバーサルサービスである。

底上げが大事だということが北欧の姿勢である。もう

一つがアソシエーション、グループか個人中心、仲間

づくりか個人化サービスかである。イギリスの場合も

本質は前者だが、ニューレイバーのときに社会的排除

政策にユースワークが動員された経緯があるので、

徐々にターゲットサービスが中心になってきている。

さらに個人に特化したサービスが中心になってくる。

アソシエーションやグループは割と気長な政策である

が、最近はキャリアガイダンス的なものがユースワー

クになってきている。それからノンフォーマル教育と

スクーリング・カリキュラム。ユースワークはカリキ

ュラムなんてつくれない。誰が来てもよくて、来た人

とコミュニケーションをとりながら次のことを決めて

いく。ところがイギリスも未熟なユースワーカーが対

応できるようユースワークをカリキュラム化してきて

いる。ある種学校のようになってきている。もうひと

つは参加・発言型か訓練・カウンセリング型かという

こと。もともとイギリスのユースワークの本質は前者

だが、徐々に後者にシフトしてきている。エンプロイ

アビリティとして雇用可能性を高め、困難からの回復

を目指すと、カウンセリングのように一人ひとり丁寧

に困難な状況を聞きとる必要がある。あるいはそのひ

とたちに必要なソーシャルスキルを身につけされるト

レーニングをしていくとそのようなことが多くなる。

そうすると当事者の声があまり重視されなくなる。も

う一つはプロフェッショナリズムかパフォーマンスが

重視されるか。イギリスはネオリベラリズムが世界の

中でもっとも強く現れた国だったこともあるが、北欧

はユースワークの事業評価は、専門職者の団体の中で

やり、国民や納税者に説明することはない。それは国

民が政治を信頼しているからだ。しかしイギリスは効

果を国民、納税者に分かりやすく数字で表すこと、成

果が求められるようになってきている。しかしユース

ワークは数字で評価しにくく、成果やパフォーマンス

を出しにくいものである。子どもたちが来て希望を持

てたことなどは数字で表現できない。ところが数字を

求められるようになったので、相談に来た子が、学校

に行くようになった率が何パーセントになった、雇用

に結びついたのが何パーセントだというように表さな

ければならなくなった。するとユースワーカーは数字

を上げることに拘束されていく。イギリスももともと

北欧型のユースワークに近かったが、徐々にアメリカ

型に近くなってきている。それをかなり強めたのがニ

ューレイバーの時期であった。 

ユースパーラメント・ユースカウンシルなど 

 ＵＫユースパーラメントは国会議員若者版である。

若者版も選挙区があり、選挙区から選出される若者議

員は年数回ロンドンに行くが、普段は地元でユースカ

ウンシルのメンバーとよく一緒に活動している。ユー

スカウンシルやユースパーラメントの面倒をみている

のがユースワーカーである。ユースカウンシルは議会

みたいなものではなく市役所の若者版みたいなもので

ある。地域の問題に市役所が対応するように、ユース

カウンシルも学校とかユースセンターとか若者が活動

している場所から地元の問題を吸い上げて解決する。

ことによってはユースパラーメンとユースカウンシル

のメンバーが一緒に協議をする関係になっている。 

 デタッチトユースワークは出張型のユースワークで

ある。自分たちが出かけていく。よく出かけていくこ

とをアウトリーチというが、これは出かけて来て連れ

てくることが目的であるが、デタッチトは基本的に若

者たちが生きている場でユースワークをやることであ

る。「場所を動きたくない」という子どもたちがたくさ

んいる。自分たちのいる場所が大事でありここで何か

をしたいという子たちがいる。彼らの生活感覚や文化

意識と一緒になるために、ユースワークが出かけてい

くのである。またスクールベーストユースワークは学

校内で行うユースワークである。イギリスには行事が

ないので日本の学校行事に近いものをユースワーカー

が行っている。 

政権交代後 

 保守党への政権交代後に何が起こっているのかとい

うと、昨年９月の段階では政権も様子見だが、大変激

しい予算カットが待っていそうだとのことだった。そ

れに対してその後10月からほとんどのユースサービス

関連団体が活動を行っている。「ユースワークが無くな

ってしまいそうだ」ということからユースサービスを

救う活動を始めている。下院でもユースワークの存続

に関する大きなディベートが行われている。今年の６

月にエディケーションサードレポートが小委員会から

出されている。ユースサービスの重要性をいいながら、

お金はないという主張しているレポート。ナショナル

シティズンシップサービスが保守党の肝いりで今年の

夏から始まる。16歳の子どもが希望すれば３週間キャ

ンプなどのいろんな活動ができるというサービス。予

算は取れていて１人あたり20万円。保守党はビッグソ

サエティというスキームで政策を転換している。これ

はビッグソサエティのgatewayとして位置付けている。

ユースワークやユースパーラメントとの人たちはそち

らばかりにお金使って何だとおこっている。 

 

（文責・山本晃史、菅源太郎） 
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＜プログラム＞ 

１．スタディツアー報告 

両角達平（NPO法人Rights理事／内閣府子ども・若者 

育成支援推進点検・評価会議構成員） 

２．コメント 宮本みち子さん（放送大学教養学部教授） 

３．ワークショップ 

 

日時：11月５日（土）14：00～17：00（受付開始13：30） 

場所：武蔵野プレイス４階フォーラム（地図参照） 

JR中央線武蔵境駅南口徒歩１分／ 

TEL：0422-30-1905／武蔵野市境南町2-3-18 

参加費：1,000円（18歳未満無料） 

 

＜申込方法＞ 

お名前（ふりがな）、職業・所属、TEL、E-Mailをご記入の

うえ下記までお申し込みください。当日参加も可能です。 

 

＜申込み・問合せ＞ 

特定非営利活動法人Rights（ライツ） 

〒180-0022 東京都武蔵野市境1-17-6-511 TEL＆FAX：0422-51-4421 

URL：http://www.rights.or.jp/ E-mail：info@rights.or.jp 

 


